
 

 訪問介護わかたけ 重要事項説明書 
1． 当事業所の概要                                  ２０２５年８月１日現在 

（１）提供できるサービスの種類と地域 

事業所名  訪問介護 わかたけ 

経営主体 社会福祉法人 若竹大寿会 

所在地 神奈川県横浜市神奈川区平川町２－４ 

電話番号 ０４５－４８８－５３００ 

ＦＡＸ番号 ０４５－４８８－５３３０ 

事業所番号 １４７０２０１２０１ 

サービスを提供できる地域 横浜市神奈川区、鶴見区、港北区、保土ヶ谷区、および西区 

（２）当事業所の職員体制 

職 名 資 格 
常勤 

兼務 

非常勤 

兼務 
合計 業務内容 

管理者 介護福祉士 １名 ０名 １名 従業者及び業務の管理 

サービス提供責

任者 
介護福祉士 

５名 ０名 ５名 利用申込みに関わる調整、訪問介護 

（及び横浜市訪問介護相当サービス） 

計画の作成および利用者への説明 

訪問介護員 

介護福祉士 ９名 ６名 １５名 訪問介護計画又は横浜市訪問介護 

相当サービス計画に基づく訪問介護 

サービスの提供 

実務者研修 ０名 ０名 ０名 

初任者研修 ０名 １名 １名 

ヘルパー２級 ０名 ５名 ５名 

（３）営業日および営業時間 

① 受付・面接相談   月曜～土曜の午前９時から午後５時迄。土日については受付業務のみ。 

年末年始の休日１２／３０～１／３ 

② サービスの提供時間 ３６５日／提供時間 午前０時～翌午前０時 

２．事業の目的と運営方針 

（１）事業の目的 

介護保険法に基づく指定訪問介護事業、および横浜市訪問介護相当サービス事業の適正な運営確保の

ために人員および管理運営に関する事項を定め、事業所の従事者が要介護者に対して適正な訪問介護

サービス等を提供するものとします。 

（２）運営方針 

利用者の心身の特性を踏まえ、状況および環境に応じて、入浴、排泄、食事、等の介護および調理、

洗濯、掃除等の日常生活全般にわたる援助を行います。また、利用者の意思・人格を尊重して、常に

利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。 

事業の実施にあたっては、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、

総合的なサービスの提供に努めます。 

３．サービス内容  

（１） 訪問介護計画および横浜市訪問介護相当サービス計画書の作成 

（２）入浴、排泄、食事等の身体介護 

（３） 調理、洗濯、掃除、買い物等の生活援助 

（４） 生活等に関する相談および助言 



 

４．利用料金 

（１）料金および費用 

訪問介護サービス等を提供した際の利用料の額は、厚生労働大臣及び横浜市の定める基準によるもの

とし、当該訪問介護等が法定代理受領サービスである時はその１割または２割もしくは３割の額とす

る。なお詳細は別途料金表のとおり。 

（２）キャンセル料 

   利用者の事情により、訪問予定日当日のサービスが中止になった時は、体調不良等の場合を除いて、 

介護報酬額の１０分の１にあたる額をキャンセル料として頂きます。 

（３）その他 

①利用者宅で、サービス提供に必要な水道、ガス、電気等の費用はお客様負担となります。 

②通常の事業の実施地域を越えて行う際に要した交通費は、自動車の場合片道１㎞に対し３０円、公共

交通機関の場合実費を徴収させていただきます。 

③料金のお支払い方法 毎月２０日頃までに前月分の請求書を郵送致します。お支払いは２６日  

（土・日・祝祭日は翌営業日）にご指定の口座からの口座振替とさせていただきます。 

５．個人情報の取り扱いについて 

個人情報の取り扱いについて、個人情報保護法「医療・介護関係事業所における個人情報の適切な取り扱

いのためのガイダンス」（厚生労働省）を遵守し、適切に行います。 

６．緊急時の対応方法 

（１）対応時間 ２４時間対応 

（２）対応方法 

サービス提供中の利用者の容体急変時には、速やかに家族、緊急連絡先または主治医に連絡し、 

必要に応じて救急隊への連絡をし、医師等の指示に従い対応します。 

緊急連絡先 

（優先順位

①） 

氏名 
 続

柄 

 

連絡先 

自宅・携帯（                  ） 

住所 

緊急連絡先 

（優先順位

②） 

氏名 
 続

柄 

 

連絡先 
自宅・携帯（                  ） 

住所 

医療機関等 

医療機関

名 

 

連絡先 
 電話番号（             ） 

主治医名 

 

  



 

７．事故時の対応及び損害賠償 

（１）事業所は、サービス提供に際して利用者にけがや体調の急変があった場合には、医師や家族への連絡お

よびその他適切な措置を迅速に行います。 

（２）事業者は、サービス提供に際して利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償

します。ただし、事業者の故意又は過失によらないときは、その限りではありません。 

（３）事業者は、利用者の故意または重大な過失により損害を受けた場合は、その損害賠償を請求することが

できます。 

８．虐待の防止 

（１）虐待防止の為の対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする）を

定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

 （２）事業所における虐待の防止のための指針を整備します。 

 （３）事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

（５）事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に

努めます。 

９．事業継続計画の策定等 

 （１）事業所は、感染症又は非常災害の発生時において利用者に対しして訪問介護の提供を継続的に実施する

ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という）を策

定し、当該事業継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。 

 （２）事業所は、従業者に対し、事業継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施するものとします。 

 （３）事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとしま

す。 

１０．衛生管理等 

        訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、定期健康診断等の必要な管理を行うと共に、事業所の

設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとします。 

事業所は、事業所における感染症の予防、および蔓延防止のため以下の措置を講ずるものとします。 

     （１）事業所における感染症の予防及び蔓延の防止の為の対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする）を概ね６か月に１回以上開催するとともに、その結果従業者に周知

徹底を図ります。 

     （２）事業所における感染症の予防及び蔓延防止の為の指針を整備します。 

     （３）事業所において、従業者に対し感染症の予防及び蔓延防止の為の研修及び訓練を定期的に実施します。 

  



 

１１．ハラスメント 

事業所は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的

な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業員の就業環境がされ

ることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。 

  ハラスメントは、介護サービスの提供を困難にし、関わった従業員の心身に悪影響を与えます。下記の様な

行為があった場合、状況によっては重要事項説明書に基づき介護サービスの提供を停止させて頂く場合が

あります。 

  （１）性的な話をする、必要もなく手を触る等のセクシャルハラスメント行為。 

  （２）特定のヘルパーに嫌がらせをする、理不尽なサービスを要求する、暴言、誹謗中傷等の精神的暴力。 

  （３）叩く、つねる、払いのける等の身体的暴力。 

  （４）サービス利用中に従業員の写真や動画撮影、録音などを無断で SNSなどに掲載する行為。 

（５）長時間の電話、ヘルパーや事業所に対して理不尽な苦情を申し立てる等のその他行為。 

１２．守秘義務 

（１）事務所及びその従業員は、サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び

個人情報については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合

を除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。 

（２）あらかじめ文書による利用者の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず、一定の条件の下で個人情

報を利用できるものとします。 

１３．その他運営についての留意事項 

（１）事業所は従業員の資質の向上を図るために研修に機会を次の通り設けるものとし、また、事業体制を

整備します。     

①採用時研修 採用後 3か月以内  ②継続研修  年 1回以上 

（２）介護記録開示請求権利者より介護記録開示請求があった場合には、下記のように取り扱うこととしま

す。 

   ① 介護記録開示請求について利用者の意思表示があった場合は、その意思を優先します。 

   ② 利用者が故人で生前の意思表示が確認できない、または利用中であるが意思表示が出来ない場合

で、介護記録開示請求権利者が正当な手続きにより介護記録開示請求があった場合には、その請

求に応じ開示致します。 

なお当法人は、家族間の考え方の不一致については、家族間で直接解決することを前提にしており、

職員が家族間に入り情報伝達や調整等は行いません。 

 

１４．相談窓口、苦情対応について 

（１）当事業所の相談・苦情受付窓口 

   相談・苦情に対する窓口として以下の担当者を置き、対応します。 

   連絡先 （TEL）０４５－４８８－５３００  （FAX）０４５－４８８－５３３０ 

   担当者：（管理者）佐藤 佑輝 

  



 

（２）法人の相談・苦情受付窓口 

   相談・苦情に対する窓口として以下の担当を置き、対応します。 

   社会福祉法人 若竹大寿会 法人本部                

    連絡先 （ 電話 ）０４５－５４８－９２３３  

（３）行政機関その他苦情受付窓口 

1. 神奈川区役所 高齢・障害支援課 

（ 所在地 ）横浜市神奈川区広台太田町 ３－８              

（ 電話 ）０４５－４１１－７０１９  

2. 鶴見区役所 高齢・障害支援課 

（ 所在地 ）横浜市鶴見区鶴見中央３－２０－１ 

（ 電話 ）０４５－５１０－１７７０   （ＦＡＸ）０４５－５４０－２３９６ 

3. 港北区役所 高齢・障害支援課 

（ 所在地 ）横浜市港北区大豆戸町２６－１ 

（ 電話 ）０４５－５４０－２３２５   （ＦＡＸ）０４５－５４０－２３９６ 

4. 保土ヶ谷区役所 高齢・障害支援課 

（ 所在地 ）横浜市保土ケ谷区川辺町２－９ 

（ 電話 ）０４５－３３４－６３９４   （ＦＡＸ）０４５－３３１－６５５０ 

5. 西区役所 高齢・障害支援課 

（ 所在地 ）横浜市西区中央１－５－１０ 

（ 電話 ）０４５－３２０－８４９１   （ＦＡＸ）０４５－２９０－３４２２ 

6. 神奈川県国民健康保険団体連合会 介護保険課介護苦情相談係 

（ 所在地 ）横浜市西区楠町 ２７－１                   

  （ 電話 ）０４５－３２９－３４４７  

7. 横浜市健康福祉局 介護事業指導課 

( 所在地 ）横浜市中区本町６丁目 ５０－１０ 本庁舎１６階        

（ 電話 ）０４５－６７１－２３５６  

8. はまふくコール横浜市介護事業所・高齢者施設等苦情相談センター 

  （ 所在地 ）横浜市中区本町６丁目 ５０－１０  本庁舎１６階  

  （ 電話 ）０４５－２６３－８０８４ 

  



 

 

１５．併設事業の概要 

事業一覧  わかたけケアプラン（居宅介護支援事業所） 

わかたけナイトケアステーション（夜間対応型訪問介護） 

わかたけ訪問看護ステーション（訪問看護事業所） 

わかたけ２４ケアステーション神奈川（定期巡回・随時対応型訪問介護看護） 

 

 

訪問介護および横浜市訪問介護相当サービス事業の提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面

に基づいて、重要な事項を説明いたしました。 

     年  月  日           事業所 所在地 横浜市神奈川区平川町２－４ 

                       名称 訪問介護わかたけ 

説明者         

 

私は、契約書及び本書面により、事業者からの訪問介護および横浜市訪問介護相当サービス事業について

の重要事項の説明を受け同意し、交付を受けました。 

    年  月  日 

利用者 住 所        

氏 名        

（代理人）住 所        

氏 名             （続柄）        


